
 
第 4 次 韓・日会談（1958.4.15-60.4.19） 
在日韓人の法的地位委員会 会議録、1－22 次、 
1958.5.19―59.11.2 
  
                     分類番号 723. 1 JA 
                     登録番号  107 
 
P2.                索引目録 
  分類番号 登録番号 生産課 生産年度 フィルム番号 フレイム番号  
  723. 1 JA    107     亜州課  1959          番号   始まり   終り  
  法 1958-59                   C1－ 0003   0846～ 1110 
     1－22 次 
 
機能名称: 第 4 次韓・日会談 : （1958.4.15-60.4.19）在日韓人の法的地位委員会 会議録、 

1－22 次、1958.5.19―59.11.2 
一連番号      内   容              頁 
1  会議録                    0850 
1-1  第 1 次、1958.5.19                        0851 

 1-2  第 2 次、1958.5.26                         0861 
  1-3  第 3 次、1958.6.2                          0868 

1-4  第 4 次、1953.6.9                         0876 
 1-5  第 5 次、1958.7.1                          0882 
  1-6  第 6 次、1958.7.8                          0891 
  1-7  第 7 次、1958.10.6                             0897 

1-8  第 8 次、1958.10.13                            0902 
1-9  第 9 次、1958.10.20                            0907 
1-10 第 10 次、1958.10.27                           0922 
1-11 第 11 次、1958.11.10                      0940 

 1-12 第 12 次、1958.11.17                        0951 
  1-13 第 13 次、1958.11.24                         0968 

1-14 第 14 次、1958.12.8                        0981 
 1-15 第 15 次、1958.12.15                       0992 
  1-16 第 16 次、1959.8.31                         1004 
  1-17 第 17 次、1959.9.7                             1011 

1-18 第 18 次、1959.9.11                            1018 
1-19 第 19 次、1959.9.26                            1025 
1-20 第 20 次、1959.10.14                         1033 

  1-21 第 21 次、1959.10.20                           1040 
1-22 第 22 次、1959.11.2                           1052 
2  参考資料 : 1-3 次韓・日会談 在日韓人の法的地位 

委員会 討議概要及び 4 次韓・日会談予備交渉での 
在日韓人の法的地位関係問題                     1058 

                          ～1110 
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P4.分類番号 723. 1 JA   登録番号 107  保存期間 永久甲 
法 1958-59  
1－22 次    

 機能名称 : 第 4 次韓・日会談 : （1958.4.15-60.4.19）在日韓人の法的地位委員会 会議録、 
1－22 次、1958.5.19―59.11.2 

 生産課  亜州課    生産年度 1959 
内容 : 
1、会議録                     
1-1  第 1 次、1958.5.19                        

 1-2  第 2 次、1958.5.26                         
  1-3  第 3 次、1958.6.2                          

1-4  第 4 次、1953.6.9                        
 1-5  第 5 次、1958.7.1                          
  1-6  第 6 次、1958.7.8                          
  1-7  第 7 次、1958.10.6                            

1-8  第 8 次、1958.10.13                           
1-9  第 9 次、1958.10.20                           
1-10 第 10 次、1958.10.27                          
1-11 第 11 次、1958.11.10                      

 1-12 第 12 次、1958.11.17                        
  1-13 第 13 次、1958.11.24                         

1-14 第 14 次、1958.12.8                        
 1-15 第 15 次、1958.12.15                       
  1-16 第 16 次、1959.8.31                         
  1-17 第 17 次、1959.9.7                             

1-18 第 18 次、1959.9.11                            
1-19 第 19 次、1959.9.26                            
1-20 第 20 次、1959.10.14                         

  1-21 第 21 次、1959.10.20                           
1-22 第 22 次、1959.11.2                           

2. 参考資料 : 1-3 次韓・日会談 在日韓人の法的地位委員会 討議概要及び 4 次韓・日会談 
予備交渉での在日韓人の法的地位関係問題            

 
P5   1. 会議録 
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P16    1-2  第 2 次、1958.5.26   
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P23   1-3  第 3 次、1958.6.2 
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P31   1-4  第 4 次、1953.6.9    
 
韓日代第 1039 号  壇紀 4291 年(1958 年)6 月 12 日   駐日大使 
 
  外務部長官 貴下 
    第 4 次韓日会談 在日韓僑法的地位委員会 会議要録 送付の件 
 
  頭の件、去る 6 月 9 日開催された韓僑法的地位委員会第 4 次会議要録を別添送付しますの 
で査収なさり願います。 
 
  別添 – 同 会議要録 2 通 
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P37    1-5  第 5 次、1958.7.1 
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P46     1-6,  第 6 次  1958.7.89    
 
P47  副本 景武台 秘書室 貴中(手書きで) 
韓日代第   号  壇紀 4291 年(1958 年)7 月 10 日   駐日大使 
 
  外務部長官 貴下 
    第 6 次法的地位委員会 会議要録 送付の件 
 
  頭の件、件名のような会議要録を送付しますので査収なさり願います。 

 
  別添 – 同 会議要録 1 通 
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P52     1-7  第 7 次、1958.10.6 
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P57       1-8  第 8 次、1958.10.13     
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P62     1-9  第 9 次、1958.10.20     
 
P63        大韓民国外務部 
着信電報      写真 (往号)  
       
  政務局長宛て 
   10 月 13 日外政第 3810 号公文で送って下さった在日僑胞法的地位に関するわが側提案 

は、明日 20 日午後 3 時(月曜日)に開催される法的地位委員会で提出してこれを推進しよう 
とするが、次の事項に関して早急に明らかにできる措置を取って下さればありがたいです。 
1. 即ち、各条文に給してわが側の解釈を持っていなければなりません。 

A.第 1 条において THE DATE OF TERMINATION OF 云々の日時をわが側としては

どうするのか、また 
B.同条文の DESCENDANTS の範囲如何。 
C.第 7 条 3 項の遡及適用するということと、第 4 条、5 条においての関連において、

その意味がどうなるかを明らかにして下さること。 
  2. 3条2項のCOMPULSORY DEPORTATIONのCOMPULSORYは不必要なものだが、

どうしたら良いのか。 
  3. また、同条 2 項の MAY HAVE BEEN GRATED は事実上何を意味することなのか、は

っきりしないようである。 
4. 以上第 3 で指摘したことは、まず疑問になるものだけを書いてみたので、そのように思 

われ、できるだけ早く各条文の解釈においてわが側の一致した UNDERSTANDING を 
持てるよう、善処して下さればありがたいです。 
          駐日参事官 
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P67           大韓民国外務部 
送信電報         暗号写真 
     送信先  駐日参事官 
 
  在日韓人に関するわが側草案に対する非公式問い合わせに関して、詳細に検討してみまし 
た。その一部に関しては今日同時に出る FPB-9 訓令で回答できたと思いますが、その他に関 
して個人的な見解を追加すれば、第一に DATE OF TERMINATION は今からどの日時だと 
固定する緊急性はないが、決める場合には請求権その他の問題と歩調を合わせるしかないと 
思います。第二、DESCENDANTS の範囲に関する疑義が、国籍に関連して提起されたもの

なのか、疑問の要旨を再度お知らせ下さるよう願い、第三貴見のように COMPULSORY と

いう言葉は必ずしも必要なものではないのですが、ここに入れることになった理由は、でき

るだけ 1952 年の草案と語句表現を同じにするためにそのまま置いたものです。 
                      政務局長 
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P77       1-10.  第 10 次、1958.10.27 
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P83    共同新聞発表 
  
 第 10 次在日韓人法的地位問題委員会は 10 月 27 日午後 3 時に開催された。 
 同委員会では在日韓人の法的地位と処遇問題に関する具体的な討議が続き、次の会合は暫定

的に 11 月 5 日(水曜日)午後 3 時に開催することに決まった。   以上 
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P95       1-11 第 11 次、1958.11.10     
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P97   共同新聞発表  
 第 11 次在日韓人法的地位問題委員会は 1958 年 11 月 10 日午前 10 時 30 分に開催された。 
 同委員会では在日韓人の法的地位と処遇問題に関する具体的な討議が続き、次の会合は 1958
年 11 月 15 日午後 3 時に開催することに決まった。   以上 

 



 82



 83

 



 84



 85



 86



 87

 
 
 
 
 



 88

 
 
 
 
 
 
P106     1-12 第 12 次、1958.11.17 
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P123       1-13、 第 13 次 1958.11.24 
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P136       1-14 第 14 次、1958.12.8 
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P147      1-15、  第 15 次、1958.12.15    
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P159       1-16 第 16 次、1959.8.31   
 
P160                  外務部 
着信電報            O.R.D.                    番号 TM-08143 
  東京              種別          日時 8.29.12:50 
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P161              外務部 
                           4292 年(1958 年)9 月 5 日 
 第 16 次在日韓人法的地位委員会 会議要録 
1. 要旨 : 
   日本側はこの問題を討議して行くにおいては、他の問題討議と歩調を合わせて進めなけ

ればならないという意思表示をして来たが、わが側は他の問題の解決のためにも法的地位

に関する問題が優先的に討議されなければならないと主張した。 
2. 問題点 : 
   法的地位委員会の進行と、他の委員会の進行をどう調節するのか。 
3. 意見 :  
   上の日本側の態度から見て、日本側が特に比重を多く置いている平和線問題等で、ある

程度の進展がある兆候が見える前には、前回の会議でのように今回の法的地位委員会でも

遅延作戦を使う可能性がある。 
 
P162  韓日代(政)第 165 号 
     壇紀 4292 年 9 月 3 日 
                    韓日会談首席代表  許 政 
  外務部長官 貴下 
    件名、 第 16 次在日韓人の法的地位委員会会議議事要録送付の件 
    頭の件、去る 8 月 31 日日本外務省で開催された第 4 次韓日会談第 16 次在日韓人の法

的地位委員会会議(会談再開以後の初会議) 議事要録を別添のように送付いたします。 
        別添   この本文 
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P166         1-17 第 17 次、1959.9.7   
 
P167                  外務部 
                         4992 年(1958 年)9 月 15 日 
             公覧 
 9 月 7 日に開催された第 17 次在日韓人法的地位委員会では、在日韓人の国籍及び範囲に関す 
る問題に対して多くの議論があったが、日本側の主張は昨年のそれと何ら変化がない。 
 
P168  韓日代(政)第 176 号 
     壇紀 4292 年 9 月 10 日 
                    韓日会談首席代表  許 政 
  外務部長官 貴下 
    件名、 第 17 次在日韓人の法的地位委員会会議議事要録送付の件 
    頭の件、去る 9 月 7 日日本外務省で開催された第 4 次韓日会談第 17 次在日韓人の法

的地位委員会会議の議事要録を別添のように送付いたします。 
        別添   議事要録 1 部 

以上 
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P173      1-18 第 18 次、1959.9.11 
 
P174  韓日代(政)第 179 号 
     壇紀 4292 年 9 月 16 日 
                    第 4 次韓日会談首席代表  許 政 
  外務部長官 貴下 
    第 4 次韓日会談第 18 次在日韓人法的地位委員会議事要録送付の件 
    頭の件、去る 9 月 11 日日本外務省で開催された表記委員会の議事要録を別添のよう

に送付いたします。また議事要録に記録されているように、同会議で日本側が在日韓人

に関して下記のように、3 つの点に及ぶ法律的及び技術的見解ないしは質問を提示した

ことがあるのですが、これに対する政府の見解を回示して下さることを仰望するもので

す。 
- 記 - 

  1. 4291 年 10 月 21 日付わが側協定草案第 1 条に関して、「太平洋戦争戦闘終了日時」と規

定されているのを、後日これに関する紛争を防止する意味で、具体的な日時で表示した

らどうか。 
2. 子孫に関して法的概念を確立させる必要があるが、在日韓人の直系卑属であっても太平

洋戦争戦闘終了時に韓国、ないし日本以外の外国に住所を持つ者は子孫の範疇内に含ま

せられないものであり、日本で出生以後日本に居住する在日韓人の直系卑属だけを含む

のが妥当なものである。 
3.在日韓人の国籍確認問題に関して日本側としては、同協定によって在日韓人の国籍を新

しく確定しようというのではなく、既定事実をただ確認しようというものと理解してい

るのであり、法的技術的見地から何時、彼らが如何なる法的根拠から、大韓民国国籍を

取得したかに関して明らかにして下さるよう願います。       
  別添、この本文 
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P180     1-19 第 19 次、1959.9.26 
 
P181          外務部   

                        4292 年 10 月 6 日 
          公 覧 
 9 月 26 日に開かれた第 19 次在日韓人法的地位委員会では在日韓人の処遇、韓国への送 
還、特に補償問題等に関する原則に対して日本側に答弁することを要求したが、これに対 
して日本側は始終一貫在日韓人に関する問題をケースバイケースで討議することを提議し、 
まず在日韓人の範囲及び国籍問題から討議しようと、従来の主張をくり返した。 
 

P182  韓日代(政)第 191 号 
        壇紀 4292 年 10 月 1 日 
                     韓日会談首席代表  許 政 
  外務部長官 貴下 
    第 19 次法的地位委員会会議 議事要録送付の件 
   頭の件、去る 9 月 26 日日本外務省で開催された在日韓人法的地位委員会 19 次会議議事

要録を別添のように送付いたします。 
   別添  この本文 
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P188    1-20 第 20 次、1959.10.14 
 
P189   韓日代(政)第 200 号 
        壇紀 4292 年 10 月 19 日 
                    第 4 次韓日会談 首席代表   
  外務部長官 貴下 
    件名、在日韓人問題委員会第 20 次会議 議事要録送付の件 
   頭の件、去る 9 月 26 日第 4 次韓日会談在日韓人問題委員会第 20 次会議議事要録を別

添のように送付いたします。 
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P195      1-21 第 21 次、1959.10.20   
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P199  韓日代(政)第 203 号 
                                         壇紀 4292 年 10 月 29 日 
                          韓日会談 首席代表 許 政 
  外務部長官 貴下 
   件名 第 21 次在日僑胞問題に関する委員会 会議議事録送付の件 
    頭の件、去る 20 日日本外務省で開催された韓日会談第 21 次在日僑胞問題に関する委

員会の会議議事録を別添のように送付いたします。 
   別添  この本文 
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P207    1-22 第 22 次、1959.11.2 
 
P208    韓日代(政)第 215 号 
                                         壇紀 4292 年 11 月 12 日 
                          韓日会談 首席代表 許 政 
  外務部長官 貴下 
   件名 在日僑胞の問題に関する委員会 会議録送付の件 
    頭の件、去る 11 月 2 日日本外務省で開催された第 22 次在日僑胞の問題に関する委員

会会議議事要録を別添のように送付いたします。 
   別添  この本文 
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P213  2. 参考資料 : 1-3 次韓・日会談 在日韓人の法的地位委員会 討議概要及び 
第 4 次韓・日会談予備交渉での在日韓人の法的地位関係問題 
 

P214   
第 1 章 第 1 次、第 2 次、第 3 次会談の在日韓僑法的地位問題討議概要 
 

(1) 第 1 次会談 
   在日韓僑の法的地位に関する問題は、その議論された由来が長くなったもので、1949 年

5 月鄭恒範大使時代に議論されたことがあって、再び 1950 年 3 月金龍周公使時代に SCAP
と討議したことがあり、1951 年 8 月申性模大使が赴任した直後にはこの問題は本格化し、

SCAP の提議で 8 月 24 日から SCAP で韓米間で問題解決方途に関して、当時の駐日代表

部参事官葛弘基博士及び渡日中にあった兪鎮午、林松本両氏の尽力で準備会談を開催した

ことがあって、これが全体的な韓日会談の契機になったのである。 

   この問題に関する分科委員会は 1951 年 10 月 30 日、即ち日本の新出入国管理法が発効す

る 11 月 1 日の 2 日前の日、第 1 次会合をして以来同年末休会に至るまで 21 次の会合をく

り返した結果、相当な進捗があったが、この期間中の討議成果は次のようなものだった。 

   本来日本は、在日韓僑問題に関して別に誠意がなかったし、ただ在日韓国人が韓国国籍

を持ったことを韓国側に確認させ、平和条約発効後に彼らを「外国人」として取扱い、一

般外国人に加える全ての制限を在日韓国人にも加えようというものだった。これに対して

韓国側は、在日韓国人が日本において特殊な地位を占める外国人であることを指摘し、一

般外国人よりは優待を受けなければならないという主張で対抗したのである。このような

韓国側の主張に対して日本側は「無理な主張」だと内外に宣伝することで、彼らの立場を

有利にしようとしたが、われわれは「韓国は決して全ての韓国人に一般外国人より優越な

地位を認めろと言うのではない。1945 年 8 月 9 日以後に日本に入国した韓国人に関して

は、一般外国人待遇を受けるのに対して何らの異議がない。ただそれ以前から日本に居住

する韓国人は現在、一般外国人とは違う特殊な地位を持っているのが事実なので、その既

成事実をそのまま認めろというものだ」と主張し、日本側を説服させると同時に第三者に

対しても、韓国側の主張が決して正義公平の原則と国際法の原理に違反するのではないと

いうことを納得させるのに努力したものである。 
   以下具体的内容に関して分説すると次の通りだ、 

(A) 国籍問題 
  上述したように当初に日本側は本会談で、在日韓国人が韓国国籍を持ったことを韓国

側に確認させることで終えようとしたので、下記三個条項を日本側提案として提出した。 
 (1)在日韓国人は対日平和条約発効で日本国籍を離脱し、韓国国籍を取得する。 

(2)在日韓国人の国籍は、戸籍を基準にして決定する。 
(3)在日韓国人の日本国籍取得(Naturalization)は、日本国籍法に依って行う。 
 以上のような日本側提案に対して韓国代表は、何人が自国国籍を持つかという問題及

び Naturalization の問題は国際法上、「国内問題」 (Matter within the domestic 
jurisdiction)で、国際会議の議題になる性質のものではないことを指摘すると同時に、

韓国政府は日本に在留する韓国国民に対して国際法上保護権を持ったので、韓日会談に

おいては日本側においての彼らの処遇及び法的地位に関して議論しなければならないと

主張し、それ以後国籍分科委員会においては国籍問題よりも、主に在日韓国人の処遇及

び法的地位に関して討議を展開した。 
(B) 永住権問題 
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在日韓国人の日本内永住権許可に関しては当初に日本は、自国の「出入国管理令」

に依って在日韓国人からいちいち永住許可申請を受けて、彼らが(1)善良な人なのか(2)
独立して生計を維持するだけの資産または技能を持つ人なのか(3)彼らの日本永住が日

本国の利益に合致するか等を審査してその許可余否を決定し、またその申請に際して

は一人当たり日本貨幣 2 千円の手数料を取ると主張したが、論戦をくり返した結果、

韓国政府の在日代表機関で登録証明書を発給すれば、日本側は彼らの外国人登録簿と

対照して、その韓国人が 1945年 8月 9日以前からの居住者であることだけ確認すれば、

何らの審査もせずに、また何らの手数料も取らずに永住権を付与するという点まで譲

歩した。 
 永住許可に関連する問題は退去強制(Deportation)だが、退去強制の事由の内、最も

在日韓国人に該当者が多いのが「貧困者、放浪者、身体障害者で日本の国家または地

方公共団体の負担になっている者」に対する退去強制だ。日本の「生活保護法」に依

って日本政府から生活扶助費を貰っている韓人の数字は約 6 万人に達し、その金額は

年額日本円で約 6 億 6 千万円に達するが、日本政府はこれら韓人を漸次退去させると

いうものだった。ただし事実上の貧困者であっても日本政府から扶助費を貰っていな

い者は退去強制の対象にならないというものだ。 
 この問題に関しては韓国側は一種の Dilenma に陥った。即ち日本側が主張するよう

に貧困者に対する生活扶助は、これからは韓人には支給しないということを承認すれ

ば、貧困を理由に退去強制を受ける韓人はいなくなるだろうが、代わりに事実上生活

扶助費に依存している赤貧者の生活が問題であるだけでなく、これはまた在日共産主

義者たちに韓国政府を誹謗する資料を提供することになるものだ。共産主義者たちは

日本政府の韓人貧困者に対する生活扶助費支給を、まるで自分たちが日本政府と闘争

した結果獲得したものかのように宣伝しているので、韓日会談の結果そのような扶助

費がなくなることになれば、彼らが即時これを韓国政府に対する悪宣伝の材料に使う

ことは火を見るより明らかだ。だからと言って退去強制を甘受することもできない境

遇なので、 
(1) 韓人貧困者に対する生活扶助費は継続すること。 
(2) 生活扶助を受ける韓人に対しては、彼らが経済的自立が可能な時まで、一定な年

限の間、退去強制を行わないこと 
    を提議したのである。これに対して日本側は 
     (1)今後 1 年間は生活扶助を行うことを約束する。それ以後にも韓人貧困者に対する

生活扶助は継続するが、韓国との国際条約に依って行うのは 1 年で終え、それ以

後は自主的に行う。 
(2)今後 1 年間、貧困を理由に退去強制に該当する者がいる時には事前に韓国政府と

協議して、韓国側で適当な保護手段を講じてくれれば退去強制をしないようにす

るという提議をした。 
(C) 処遇問題 

在日韓国人の処遇問題に関して、日本側は対日平和条約発効後在日韓国人に対して一

般外国人と同一な待遇をしたし、今後締結される韓日間の通商航海条約においては韓

国人に対して最恵国民待遇(Most Favored Nation Treatment)を供与する用意がある

としたが、韓国代表は最恵国民待遇云々は将来相互間入国する者に関する問題なので

今議論することではなく、終戦前から日本に居住していた特殊外国人である韓国人の

待遇に関することを決定しようということだから、在日韓国人は現在日本において参

政権を除いては日本国民と同一な待遇、即ちいわゆる内国民待遇 (National 



 194

Treatment)を受けているので、そのような現在の待遇を将来にも継続供与せよと主張

した。これに対して日本側は在日韓国人に対して、韓日通商航海条約に依らずに将来

永久に内国民待遇を供与することは、日本国内に「二種の外国人」を認めるもので、

これは国際法上類例がないので到底承認できないが、現在一般外国人には禁止されて

いる権利、または資格として(例えば鉱業権等)韓国人が享有しているものは既得権なの

で、その人が日本に在留する限りこれを認定し、ただ相続及び日本人以外の者に対す

る譲渡は、法令で特に容認される場合以外には認められないと主張した。 
 そこで案だが、韓国代表が当初に主張したように、在日韓国人に永久に National 
Treatment を許与せよということを最後まで固執するのは、多少無理な感がなくはな

い。しかし日本側が主張することを承認すれば、そのような特殊な権利を持つ者が急

死等の場合、不当にその権益が損害を受ける怖れがあるので、日本側の提案をそのま

ま受諾するのは不可能で、少なくても10年ないし30年の期間を定めその期間の間は、

一般外国人には禁止された権利であっても韓国人には認めるよう主張するのが良いだ

ろうと思料する(国際法上の類例を探してみると、外国人の土地所有を許容した国家が

新しく法を定め、外国人の土地所有を禁止する場合には大体は 5 年、10 年等一定の期

間を定め、その期間は在来の土地を所有していた外国人には土地所有を容認すること

が例になっている)。 
(D) 帰還者の動産携帯及び送金問題 

この問題に関して最初日本側は、全面的に日本の輸出貿易管理令(動産は重量 4 千パウ

ンドまで、送金は日本円で 10 万円まで)と為替管理法に依って制限することを主張し

たが、韓国代表は 
 (1) 帰還者の財産搬出は自由であること。その数量や種類に何らの制限を加えないこ

と。 
(2)財産搬出に関しては、何らの課税もしないこと。 
(3)しかし財産搬出の名目で密貿易を行ったり、アヘン、火薬等、禁制品を運搬する

ことは不可なので、これを防止するために韓日両国が協力すること 
    を提議した。 
     これに対して日本側では大蔵省、通産省等の猛烈な反対があったが、結局韓国側の

主張を原則的に容認し、ただ 
     (1)そのような特別取扱いには期限をつけること。 

(2) 密貿易防止、送金方法に関しては、もう一度専門家に細目協定を行わせること。 
    を提議して来た。 
     以上から看知できるように本委員会は、他の分科委員会より比較的早く原則的な意

見接近を見た。1952 年の会合は 22 次から 36 次会合に至るまで、およそ 15 回の会合

を通じて鋭意共同案作成のために努力した結果、前年会合の討議内容に特に変更はな

く、遂に別添のような共同案(附一参照)を作成するのに成功した。 
 

(2) 第 2 次会談 
  第 2 次韓日会談の国籍分科委員会では、次のような問題が討議された。 

A. 強制退去の問題 
不名誉の行為を犯した者、または社会の善良な福祉を阻害したもので、入国管理令に

依って強制退去処分を受けた者は現在 460 名であり、その内昨年 5 月に 125 名の引受

けを韓国政府が拒絶したので、日本の対韓関係が悪化すると同時に、善良な在日韓国

人に一種の不安が醸成されているので、迅速に解決することを日本側が要請したのに
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対して、 
わが側は  

① 本件は会談以後に発生し、該当者は犯罪事実に対する確定判決を受け、服役後に収

容所に拘束されたこと  
② 該当者の中には拘束停止を正式に提訴したが、却下されたということ 
③ 当然韓国政府で彼らを引き受けるものと予想して拘束したことと、またその送還が

不可能な時にも継続して拘束するという日本側の意図を再確認し、その不当性を法

理的に追窮した。 
B. 拘束処分の非法性 

わが側は司法手続きも経ずに、行政処分で個人の身体の自由を 1 年以上、または無

期限に拘束するということは、日本の憲法で許与された人権思想に背馳すると問い合

わせたところ、日本側は行政処分を取ったとしても日本憲法第31条に依るものであり、

長期拘束を予想しなかったものが、わが側の引き受け拒否に因って事実上そうなった

ものであり、その違法事態は日本側に有責だと断言できないと主張し、これに対して

わが側は昨年の会談で正式に、韓日協定が成立した後に発生する退去該当者に関して、

韓国政府と事前協議をすることになったが、その該当者がこの協定成立以前に発生し

たことと、退去処分に関して事前協議がなかったという事実は、国際慣習上非友好的

であり、責任は日本側にあると反駁した。 
日本側はこれに対して一般国際慣習上、事前協議の合意があったとしても、国家の

主権として退去処分権を行使できるし、過去韓国政府が引き受けた前例があり、また

国籍未確定ということは創設的効果を意味するものではないと主張したが、わが側は

昨年に合意した協定案は、国籍の未確定状態を確認するためのものであり、在日僑胞

の国籍に関しては両国間で事実上の合意が有ったが、日本の在日韓人に対する声明と

登録事務取り扱いを見ても、在日韓人の国籍は法的に今なお未確定状態なので、国籍

が確定する時まで事前協議なしには、韓国側として退去該当者を引き受けられないと

主張したが、日本側は主権の行使として自主的に強制送還権を行使し、貧困者に対し

ては歴史的事実を考慮して、即時には退去を実施しないとし、また「事前協議」とい

う意味は実質的審査というよりも、単に事務連絡上の手続きだと解釈して、昨年の会

議を抹消し新しく協議しようと言うので、わが側は共同草案第 1 条に依る実質的待遇

問題が充分に協定できない現在においては、在日僑胞の国籍問題も未確定なものであ

り、駐日代表部の在日僑胞に対する外交保護権の行使として、在日僑胞が事実上大韓

民国の国籍を取得したと認められると主張することは、国籍を保留したものであり、

法的効果を即時爾来するものではないという意味を主張し、「事前協議」において昨年

日本が別途協定案まで提出したのは、退去に関する事務的手続きより実質的内容を意

味したものであり、主権の発動としての強制退去権行使は、自由意思で入国した平常

の外国人に限ったものだと反駁した。 
C. 自由帰国問題 

わが側が自由帰国者に対する特別待遇を要請したところ、日本側は特に貧困者の自由 
帰国に対して、船賃をあげればどの程度の帰国者を予想するのかと反問まで有ったので、 
わが側は次のような要望事項を提出した。 
(1)自由帰国者の財産搬出と送金に関して、原則的に日本の国内法の制限なく自由に許可

すること。 
(2)日本円の送金は特別措置を取ること 
 例えば convertible account(換替計定)、または貿易の Open account とすること。 
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D. 永住権付与とその制限 
日本側から在日韓人に永住権を付与するが、 
 ○a 前科者は一定な年期に限って居住を許可するが、その品行の状態を見て期限の延

長を認め、 
○b 未成年者はまず年限を設定してその居住を許可し、成年以後において付与された

居住上の地位に関しては、日本政府の一方的判断に依ってこれを決定したい。 
    強制退去該当者は前記した既得権を喪失するだろうし、強制退去に対する規定は条約

文面上で表現せずに附属交換公文で明らかにしたいし、それと貧困者で自由帰国する場

合には特に優待する予定であり、一方継続して在留する生活困難者に関しては韓国側で

も面倒見るべき責任があるので、必要な場合には前記した貧困者に対しても退去権を行

使する予定だと発言するので、 
    わが側は在日韓人の地位に言及し、SCAP 管轄時には在日韓人を日本人として取り扱

ったし、彼らの国籍問題に関しては日本の独立前後を問わず、合意した事実がないこと

を再確認させた後、永住権とその制限問題に対して次のように反駁した。 
    前記した永住権付与において前科者と未成年者に限っては、差別を設定しようという

日本側の意見に賛成できないし、昨年の会議では韓日間の協定が成立した後、これから

発生する犯罪者を対象にして即ち、罪刑法定主義でその取扱い問題を討議したものなの

で、前記のような細分はその待遇において、昨年のものより不利なことを意味するので

あり、貧困者に対する保護問題に関しては、そうなった原因が過去に日本政府が招来し

たものなので、国籍協定が成立した以後においても、継続して援助措置を取ってくれる

ことを期待すると同時に、一方で日本政府の責任にも限界があるものと考え、韓国は戦

争を遂行する国として、在日韓人の生活保護措置まで取るのが難しい立場にあるとした。 
(1) 前科者に対する取扱い 
 日本側は、前科者取扱いに関する日本側の根本的態度は、両国の友好関係のために国

際慣行に符合しなければならないという趣旨の下に、合理的に取扱うことにあるとしな

がら、前科者たちに 3 年間の居住権を付与するが、この間遵法生活を順調にすればその

居住期間を延長したり、あるいは永住権を付与すると説明するので、 
 韓国側は、前科者を含む全ての在日韓人に一律に永住権を付与しても、退去強制権行

使には支障がないだろうし、今から新しく永住を許可するのではなく、過去にいた韓人

の永住権を確認することに過ぎないので、例えば今から新しく入社するのではなく、入

社していた正式社員を履歴書をかき回して、正式社員を仮社員に貶めるのは不当なこと

である。要は昨年会議当時の資料に依れば、在監者 1 万名とその他を含めても総合 5 万

名に過ぎないので、彼らも日本の法律を遵守すれば居住できるという趣旨下に、一般人

と区別なく全部永住権を付与せよと強調した。  
(2) 貧困者に対する保護 
 日本側は、貧困者に対する保護措置を、韓国側が取るのが難しいと発言したが、これ

に対する責任を無期限に引き受けるのは困難なので、最悪の場合には韓国側で保護責任

を引き受けることを要請したので、 
 韓国側は彼らの生活保護を保障するために、「日本生活保護法」の適用を明文化する動

議までしたし、元来海外同胞はお金を儲けて本国に送金することで本国を援護するのが

通例なので、本貧困者に対する保護問題に関しては、韓国側としては日本側の誠意によ

って、援護措置を取ることを期待するしかないと説明した。 
E. 国籍規定の方法 
  日本側は条約の中で国籍を規定しないで、条約に附属する交換公文で決めるのはどう
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かと言ったが、 
  韓国側は領土の変更がある場合には、「住所地領有国の国籍を推定する」という原則を

在日韓人の国籍に関して適用するならば、在日韓人は日本国籍を貰い、その自由意思に

依って祖国の韓国国籍を選択できるのだが、今回の会談でこのような原則と違う協定を

締結するなら、それは条約に明示されなければならないと反駁した。 
F. 登録の本質とその手続き 
  わが側から、韓国政府に対する登録は大韓民国国籍取得の確認行為になると同時に、

日本に関連しては永住許可の要件行為になるという趣旨下にその登録を実施するし、こ

れが在日韓人を把握する最善の方法と考える。従来駐日代表部では仮登録の形式で実施

したが、手数料その他の事情から、登録完了した者が 20 万名に過ぎないが、日本政府

で外国人登録に依って大韓民国国民に登録されたものを除くなら、結局は左翼分子の問

題だけ残るのだから、この問題は日韓両国が協議して適当に処分できるだろうと主張す

ると、 
  日本側は、問題点は登録行為と永住許可申請との関連性にあるが、登録しなければ永

住許可が付与されない以上、登録行為自体で必要で充分な用件が具備することになるの

で、ただ残った問題は強制退去問題だけである。 
  したがって現在日本政府が実施した外国人登録証を、そのまま認定したらどうなのか、

韓国側から在日韓人を把握する方法として、登録を実施すると発言したが、 
  日本側としては登録を事務的手続き上の問題として取り扱いたい。現実において日本

国内治安問題が発生するかも知れないと反駁したのに対して、 
  60 万にもなる国民に関して一度しかない問題なので、国家的立場から困難を克服しな

ければならないし、日本もこれに協力しなければならないだろうと主張した。 
 以上討議した外に、合意に達しなかった 
 ①国籍確認問題 
②強制退去に関する問題 
③永住資格を認定する登録問題 
を挙示して討議しようとしたが、 
 韓国側はまず、強制退去の問題において、 
①犯罪に因って 1 年以上の刑を受けた者の強制退去においては、確定判決謄本(写本)を提示

し、 
②退去の原因が貧困の場合には、韓国の同意を得て、 
③その他の理由に因る退去は、真正な証拠を提示することを主張したが、 
 日本側は概括的説明にはに日時が要ると述べた。 

(3)第 3 次会談 
  4286 年(1953 年)10 月 12 日に開催された。開会劈頭わが側は、当時大村収容所に拘束さ

れている 120 名の韓人の釈放要求したところ、正常交渉として代表部と日本出入国管理庁が

この問題を解決しようということで合意を見た。 
そしてわが側は、前記 120 名の法的地位は協定成立前にはその国籍が未確認状態にあり、

また共同協定案に依ると、事前協議なしには退去処分を取れないことを指摘すると、 
日本側は実際現在まで大村収容所に拘束しているのは遺憾に思うが、このような事態を解 

消するためには現在ではなくても一定な時期に、新しく合意が成立した後とか、あるいは韓

国側が引受けを約束してくれれば、その取扱いを研究して適当に処理すると発言すると同時

に、貧困の理由では強制退去を実施しないが、しかし日本側の財政状態が不健全なので、無

制限には援護措置を継続するのが困難なのに照らして、韓国側が保護責任を引き継いでくれ
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ることを望み、その方法として援助金を立て替える方式を取っても良いとした。 
 わが側はこれに対して再び、強制送還と引受け自体が共同協定案第 1 条国籍条項、同 3 条

事前協議の条項に関連する問題であり、換言すれば強制退去に関しては国籍が確認された 
以後に、韓国と事前に協議して決定することになったので、一時的に拘束するなら判らない

が、無期限に 2 年数か月も身体の自由を拘束し死亡者まで発生させるというのは、一種の処

罰だと認めざるを得ないと反駁した。 
 しかし日本側は、強制退去は主権の自由な行使だから前記該当者は韓国側で引受けなけれ

ばならず、現在韓国側で引受けると約束すれば即時釈放措置を取ると述べ、法理上で論争し

ても一致点を発見できないので、本件問題はこの会談と別途に協議して解決しようと提議し

た。 
わが側はこれに同意する一方、普通の刑事犯人が日本に逃亡して来て、日本当局の同情を

得るために政治犯人だという言動をすることで、両国間に良くない関係を造成しているが、

このような犯罪人を韓国側に引き渡すよう協力してくれるよう要請したが、 
それは別途に犯罪人引渡し協定を締結しなければならない問題だと、日本側は答えた。 

 
第 2 章 予備交渉と在日韓僑の法的地位問題 
 (1) 予備交渉においての進展状況 

第 4 次韓日全面会談の再会のために進行した予備交渉において、在日韓人の法的地位

問題は若干の進展を見たと言うことができる。この問題に関して細部的な面で具体的合

意に到達してはいないが、第 4 次会談でも本問題が議題に採択されることで合意を見た

し、注目されるのは日本政府が予備交渉終結に際して、合意した文書(別添 号)で日本

収容所に抑留されている韓人の内、第 2 次世界大戦終結以前から日本に居住していた韓

人は、これらを日本国内に釈放することにしたし、特に未公開附属合意書(別添 号)に
依って日本側が、第 4 次会談で在日韓人の処遇問題が討議されることを予想し、ここで

満足するべき合意が成される時まで、第 2 次世界大戦終結以前から日本に居住していた

韓人を抑留しないと約束したので、これは即ち、日本側が初めて 1945 年 8 月 9 日以前

から日本に居住していた韓国人の特殊地位を文書上で認めたもので、これから在日韓僑

の永住権獲得のための橋頭堡を確保したと言えるものである。 
またこの問題と関連して予備交渉で注目される点は日本側が、未公開合意議事録(別

添)に依り第 2 次世界大戦終結以後に日本に不法入国した韓人の本国送還問題を、第 4 次

全面会談で討議するのに同意したということだ。 
勿論この問題は、固有な意味においての在日韓人の法的地位問題に属すものではない

異質的なものだが、便宜上本問題と関連して 1、2、3 次会談でも暫時言及されたことが

ある。 
この不法入国者送還問題の沿革を見ると、日本にいる韓人不純分子たちを本国に送還

させようとするわが政府の要求に依って、前記したように 1、2、3 次会談でもわが側に

依って提起され、不法入国者送還の引受け問題と関連して、わが政府が指摘する不純分

子の送還を施行するよう日本側に要求したこともあったのだが、日本側が退去強制権行

使は国内問題に属す事項であり、またこの問題は犯罪人引渡し条約で規定される性質の

問題だとして、これに応じなかったのだが今回の予備交渉で、わが側の要求でこの問題

が討議の対象に挿入されたものだ。しかしまだ解決されるべき問題は多くある。 
在日韓人の国籍問題だけでも事実上、黙示的には彼らが韓国籍を持つというのに疑問

の余地はないが、厳密に法的に見れば彼らの国籍は、まだ未確認状態にある。彼らに付

与されるべき永住権問題も今なお解決できずにいるのであり、退去強制及び帰還韓僑の
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日本からの財産搬出問題等が全て、全面会談で本問題に関する重要な論点になるだろう。 
国際法上の原則に照らして強制追放の合法性の余否が扱われなければならないし、また

この問題に関連して韓日両国の国籍法、戸籍法及び相続法等が比較研究さけなければな

らないだろう。 
 (2)本問題の今後の論点 
    前章で述べた 1、2、3 次会談で討議され合意に達しなかった数多くの問題が、再び討

議の対象になることは贅言を要しないが、まずは前回の会談で長い議論の末に共同案(別
添 号)が作成され、これを中心に議論が展開されたように、第 4 次会談で他の特異な事

情がない限り、必然的にこの共同案が交渉の出発点になるだろう。したがってこの共同

案に対する双方の意見の差異点が、重要議論対象になることは明白だ。この共同案を中

心に差異点を見ると次の通りだ。 
  (A) 第 3 条 2 項 
    本協定発効後永住権を付与される在日韓人の退去強制に対して、韓日両当局がその実

施のために必要事項に関して、相互協議する期間を韓国側が協定発効後 5 年を主張して

いるのに反して、 
日本側は 3 年を主張しているのである。即ち日本側は本協定発効後 3 年が経過した以

後には、一方的措置でこれら在日韓人の強制追放を決定しようというのだ。 
  (B) 第 6 条


